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北九州市介護保険の実施に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

令和６年３月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

北九州市規則第１４号 

北九州市介護保険の実施に関する規則の一部を改正する規則 

北九州市介護保険の実施に関する規則（平成１２年北九州市規則第６９号）

の一部を次のように改正する。 

目次中「介護サービス事業者の指定等」を「業務管理体制の届出等」に改め

る。 

「第５章 介護サービス事業者の指定等」を「第５章 業務管理体制の届出

等」に改める。 

第１８条から第２５条までを次のように改める。 

第１８条から第２５条まで 削除 

 第２７条第１項各号列記以外の部分中「第１８条から前条まで」を「法第７

０条第１項、第７０条の２第１項（法第７８条の１２、第１１５条の１１、第

１１５条の２１又は第１１５条の３１において読み替えて準用する場合を含む

。）、 第７０条の３第１項、第７１条第１項ただし書（法第１１５条の１１に

おいて準用する場合を含む 。）、 第７２条第１項ただし書（法第１１５条の１

１において準用する場合を含む 。）、 第７２条の２第１項ただし書、第７５条

、第７８条の２第１項、第７８条の２の２第１項ただし書、第７８条の５、第

７８条の８、第７９条第１項、第７９条の２第１項、第８２条、第８６条第１

項、第８６条の２第１項、第８９条、第９１条、第９４条第１項若しくは第２

項、第９４条の２第１項、第９５条、第９８条第１項第４号、第９９条、第１

０７条第１項若しくは第２項、第１０８条第１項、第１０９条、第１１２条第

１項第４号、第１１３条、第１１５条の２第１項、第１１５条の２の２第１項

ただし書、第１１５条の５、第１１５条の１２第１項、第１１５条の１２の２

第１項ただし書、第１１５条の１５、第１１５条の２２第１項、第１１５条の

２５又は前条」に、「受領」を「受理」に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の日前に改正前の第１８条から第２５条までの規定に基づ

き第４５条に定められた帳票により行われ、同日以後に市長に受理された申
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請、申出又は届出については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令（

令和５年厚生省令第４６号）による改正後の介護保険法施行規則（平成１１

年厚生労働省令第３６号）の規定に定められた様式により行われた申請、申

出又は届出とみなす。 
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北九州市農業振興資金融資規則を廃止する規則をここに公布する。 
令和６年３月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第１５号 

北九州市農業振興資金融資規則を廃止する規則 
北九州市農業振興資金融資規則（昭和３９年北九州市規則第３４号）は、廃

止する。 
付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市漁港管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
令和６年３月２７日 

                    北九州市長 武 内 和 久 
北九州市規則第１６号 

北九州市漁港管理規則の一部を改正する規則 
北九州市漁港管理規則（昭和３９年北九州市規則第３１号）の一部を次のよ

うに改正する。 
第１条中「漁港漁場整備法」を「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に改

める。 
第１２条中「漁港漁場整備法施行規則」を「漁港及び漁場の整備等に関する

法律施行規則」に、「第８条の２」を「第１７条」に改める。 
付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市告示第１２６号 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１２条の

３第６項及び第７項並びに第１３条第１項、第２項及び第７項の規定により、

北九州市児童相談所に配置する心理に関する専門的な知識及び技術を必要とす

る指導をつかさどる所員（以下「児童心理司」という。）及び児童福祉司の数

を次のように定め、令和６年４月１日から施行する。 

北九州市児童相談所に配置する児童心理司及び児童福祉司の数（令和４年北

九州市告示第１２９号）は、廃止する。 

 令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 法第１２条の３第７項の児童心理司の数は、３６人以上とする。 

２ 法第１３条第２項の児童福祉司の数は、７４人以上とする。 

３ 法第１３条第７項の指導教育担当児童福祉司の数は、１２人以上とする。 
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北九州市告示第１２７号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ

り、北九州市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わ

せるための出納取扱金融機関を、次のとおり指定した。  
令和６年４月１日  

北九州市長 武 内 和 久   

出納取扱

金融機関 

取扱店舗 所在地  指定期間 

株式会社

福岡銀行 

北九州営業部 北九州市小倉北区堺町 

二丁目２番１８号 

令和６年４月１日か

ら令和７年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１２８号 

北九州市立病院の利用料金等に関する条例（昭和３９年北九州市条例第２４

号）第２条第２項第２号及び第３条第１項の規定により、令和６年４月１日か

ら令和１１年３月３１日までの北九州市立門司病院における利用料金の額を承

認したので、北九州市立病院の利用料金等に関する条例施行規則（平成３１年

北九州市規則第１８号）第２条第３項の規定により次のとおり告示する。  
令和６年４月１日  

北九州市長 武 内 和 久 

項目 
金額 

（税抜） 

金額 

（税込） 

セカンドオピニオン料（３０分まで） １３，０００円 １４，３００円 

セカンドオピニオン料（３０分を超え

て６０分まで） 

２０，０００円 ２２，０００円 

面談料（３０分まで） ５，０００円 ５,５００円 

 

お

む

つ

料 

パンツうす型前後フリー Ｓ ８０円 ８８円 

パンツうす型前後フリー Ｍ ８０円 ８８円 

パンツうす型前後フリー Ｌ－Ｌ

Ｌ 
８０円 ８８円 

フィッティングテープ Ｓ ８０円 ８８円 

フィッティングテープ Ｍ ９０円 ９９円 

フィッティングテープ Ｌ １００円 １１０円 

フィッティングテープ ＸＬ １３０円 １４３円 

パッド３００ ２０円 ２２円 

パッドカーブタイプ ロング ５０円 ５５円 

パッドカーブタイプ スーパーロ

ング 
６０円 ６６円 

パッドカーブタイプ ワイド ７０円 ７７円 

電子体温計破損料 ２，１００円 ２，３１０円 

風しん抗体検査（市

助成対象者） 

ＨＩ法 ５，０１９円 ５，５２０円 

緊急風

しん抗

体検査

（市助

月曜日から金

曜日まで午前

８時から午後

６時までの間

ＨＩ法、ＬＴ

Ｉ法及びＩＣ

Ａ法 

４，９３０円 ５，４２３円 

ＥＩＡ法、Ｅ ６，３２０円 ６，９５２円 
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成対象

者） 

又は土曜日午

前８時から正

午までの間に

医療機関を受

診して実施す

る場合 

ＬＦＡ法、Ｃ

ＬＥＩＡ法、

ＦＩＡ法及び

ＣＬＩＡ法 

上記以外 ＨＩ法、ＬＴ

Ｉ法及びＩＣ

Ａ法 

５，４３０円 ５，９７３円 

ＥＩＡ法、Ｅ

ＬＦＡ法、Ｃ

ＬＥＩＡ法、

ＦＩＡ法及び

ＣＬＩＡ法 

６，８２０円 ７，５０２円 

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－

２検査 

核酸検出 １４，６３０円 １６，０９３円 

抗原検出（定

量） 

１３，１７０円 １４，４８７円 

予

防

接

種 

麻しん（小児） ９，３１５円 １０，２４６円 

麻しん（成人） ８，５６５円 ９，４２１円 

風しん（小児） ６，２０５円 ６，８２５円 

風しん（成人） ６，２０５円 ６，８２５円 

麻しん風しん混合（小児） １０，２３５円 １１，２５８円 

麻しん風しん混合（成人） ９，４８５円 １０，４３３円 

 五種混合（ジ・百・破・ポ・ヒ） １８，７７０円 ２０，６４７円 

 四種混合（ジ・百・破・ポ） １０，７３５円 １１，８０８円 

 三種混合（百・ジ・破） ５，５４５円 ６，０９９円 

 二種混合（ジ・破）（第１期） ５，４３５円 ５，９７８円 

 二種混合（ジ・破）（第２期） ４，６８５円 ５，１５３円 

 日本脳炎 ６，６３５円 ７，２９８円 

 ＢＣＧ １０，６３５円 １１，６９８円 

 Ｂ型肝炎ワクチン ６，５２５円 ７，１７７円 

 水痘ワクチン  ８，７６０円 ９，６３６円 

 高齢者用肺炎球菌ワクチン ７，８３０円 ８，６１３円 

 小児用肺炎球菌ワクチン（プレベ １１，４６０円 １２，６０６円 
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 ナー）   

 ヒブワクチン ８，６６２円 ９，５２８円 

 子宮頸がんワクチン（２価・４価

） 

１５，５１０円 １７，０６１円 

 子宮頸がんワクチン（９価） ２４，９００円 ２７，３９０円 

 不活化ポリオワクチン ９，５８５円 １０，５４３円 

 イン

フル

エン

ザ 

６５歳以上の者 ４，６０５円 ５，０６５円 

 ３歳以上６５歳未満の者

（１回につき） 

４，８１９円 ５，３００円 

 ６ヶ月以上３歳未満の者

（１回につき） 

４，０００円 ４，４００円 

 おたふくかぜワクチン（６歳未満

） 

６，６００円 ７，２６０円 

 おたふくかぜワクチン（６歳以上 ５，９００円 ６，４９０円 

 ）   

 ロタウイルスワクチン（ロタリッ

クス） 

１３，８３５円 １５，２１８円 

 ロタウイルスワクチン（ロタテッ

ク） 

９，２６５円 １０，１９１円 

 狂犬病ワクチン １１，９０５円 １３，０９５円 

 Ａ型肝炎ワクチン ７，１４３円 ７，８５７円 

帯状疱疹予防ワクチン（シングリ

ックス）（初回） 

２０，０００円 ２２，０００円 

帯状疱疹予防ワクチン（シングリ

ックス）（２回目） 

２０，０００円 ２２，０００円 

駐

車

場 

患者等 

― 

１台につき３時

間まで ５０円

（駐車時間が１

時間まで無料）

駐車時間が３時

間を超える３０

分又はその端数

ごとにあ５０円 

見舞いの者 ― １台につき２時 
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間まで ５０円

（駐車時間が１

時間まで無料）

駐車時間が２時

間を超える３０

分又はその端数

ごとにあ５０円 

 その他の者 

― 

１台につき３０

分又はその端数

ごとに ５０円 

  
 

（駐車時間が１

５分まで無料） 
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北九州市告示第１２９号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市科学館分館における使用料の徴収に関する事務を次

のとおり委託した。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

受  託   者 受託期間 

名   称 住   所 

安全警備株式会社   

 

                            

北九州市八幡西区筒井

町５番５号 

 

令和６年４月１日から 

令和７年３月３１日ま

で                 
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北九州市告示第１３０号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より、下記の特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の

規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

青山幼稚園 幼稚園 北九州市八幡西

区萩原三丁目７

番１号 

学校法人青山

学園 

令和６年４

月１日 

 

認定こども園

栄美幼稚園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区上富野三丁目

１７番１０号 

学校法人廣常

学園 

令和６年４

月１日 
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北九州市告示第１３１号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条

の１１第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園

片野保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉北

区三萩野一丁目

１２番２４号 

社会福祉法人

片野会 

令和６年４

月１日 

 

認定こども園

あけぼの保育

園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区沼緑町二丁目

１番３９号 

社会福祉法人

愛育会 

令和６年４

月１日 

 

認定こども園

浅川保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区浅川二丁目１

７番３７号 

社会福祉法人

日昇会 

令和６年４

月１日 

 

認定こども園

木屋瀬保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区木屋瀬三丁目

５番５３号 

社会福祉法人

恵愛会 

令和６年４

月１日 
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北九州市告示第１３２号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の６第１項の規

定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退があったので、同法第

５８条の１１第２号の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

九州女子大学

附属折尾幼稚

園 

一時預かり

事業（幼稚

園型Ⅱ） 

北九州市八

幡西区自由

ヶ丘１番１

号 

学校法人福原

学園 

令和６年４

月１日 
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北九州市告示第１３３号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より、下記の特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の

規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園 

片野保育園 

認定こ 

ども園 

北九州市小倉北 

区三萩野一丁目 

１２番２４号 

社会福祉法人 

片野会 

令和６年４ 

月１日 

認定こども園 

あけぼの保育 

園 

認定こ 

ども園 

北九州市小倉南 

区沼緑町二丁目 

１番３９号 

社会福祉法人 

愛育会 

令和６年４ 

月１日 

認定こども園 

浅川保育園 

認定こ 

ども園 

北九州市八幡西 

区浅川二丁目１ 

７番３７号 

社会福祉法人 

日昇会 

令和６年４ 

月１日 

認定こども園 

木屋瀬保育園 

認定こ 

ども園 

北九州市八幡西 

区木屋瀬三丁目 

５番５３号 

社会福祉法人 

恵愛会 

令和６年４ 

月１日 
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北九州市告示第１３４号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第１項の規定に

より、下記の特定地域型保育事業者の確認を行ったので、同法第５３条第１号

の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

家庭的保育事 

業伊藤喜恵 

家庭的 

保育事 

業 

北九州市八幡西 

区穴生一丁目１ 

５番２５号メゾ 

ンモンブラン穴 

生１階 

伊藤喜恵 令和６年４ 

月１日 
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北九州市告示第１３５号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 
  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
１ 病院又は診療所（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

社会福祉法人小倉新栄

会新栄会病院 

北九州市小倉北区弁天町１２番１

１号 

令和６年４

月１日 

２ 薬局（育成医療及び更生医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

八幡西調剤薬局 北九州市八幡西区八枝三丁目１２

番１号 

令和６年４

月１日 

りんどファーマシー 北九州市八幡西区下上津役四丁目

２２番６号 

令和６年４

月１日 

別院通り薬局南店 北九州市門司区柳原町３番１９号 令和６年４

月１日 

３ 訪問看護 
（１）更生医療 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

こくら 

北九州市小倉北区下富野三丁目１

１番８号 

令和６年４

月１日 

（２）育成医療及び更生医療 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

サニー訪問看護ステー

ション 小倉 

北九州市小倉南区湯川新町一丁目

５番４８号エスポワール堀１０１ 

令和６年４

月１日 
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北九州市告示第１３６号 
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。 
  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 

１ 医科（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

はぎわらこころとから

だのクリニック 

北九州市八幡西区萩原一丁目１番

５５号２０５ 

令和６年４

月１日 

コールメディカルクリ

ニック若松 

北九州市若松区青葉台南二丁目１

６番２号 

令和６年４

月１日 

 
２ 薬局（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

八幡西調剤薬局 北九州市八幡西区八枝三丁目１２

番１号 

令和６年４

月１日 

りんどファーマシー 北九州市八幡西区下上津役四丁目

２２番６号 

令和６年４

月１日 

別院通り薬局南店 北九州市門司区柳町３番１９号 令和６年４

月１日 

 
３ 訪問看護（精神通院医療） 
指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

おはなコネクション 

北九州市小倉北区室町三丁目２番

２７号６０２ 

令和６年４

月１日 

サニー訪問看護ステー

ション小倉 

北九州市小倉南区湯川新町一丁目

５番４８号エスポワール堀１０１ 

令和６年４

月１日 
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訪問看護しずく 北九州市小倉南区徳力新町二丁目

１５番１６号 

令和６年４

月１日 
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北九州市告示第１３７号 

 公の施設における使用料の納付について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２３１条の２の３第１項の規定による指定納付受託者を指定したので

、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

指 定 納 付 受 託 者 
指定をした日 指 定 期 間 

名   称 住   所 

ＰａｙＰａｙ株

式会社 

東京都千代田区

紀尾井町１番３

号 

令和６年４月１

日 

令和６年４月１

日から令和７年

３月３１日まで 
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北九州市告示第１３８号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市市民活動サポートセンターこくらにおける印刷機の

賃貸料の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州ビルメンテナン

ス協同組合 

北九州市小倉北区紺屋

町４番６号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１３９号 
 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市史の売払代金の収納に関する事務を次のとおり委託

した。 
  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
受   託   者  

委  託  期  間 
名   称 住   所 

公益財団法人北九州

市芸術文化振興財団 
北九州市小倉北区室

町一丁目１番１号 
令和６年４月１日から令和 
７年３月３１日まで 
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北九州市告示第１４０号 
 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、新修・北九州市史の売払代金の収納に関する事務を次のとお

り委託した。 
  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
受   託   者  

委  託  期  間 
名   称 住   所 

株式会社積文館書店 
クエスト外商部 

北九州市小倉北区馬

借一丁目４番７号 
令和６年４月１日から令和 
７年３月３１日まで 
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北九州市告示第１４１号 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９９条第２項の規定により、介護

老人保健施設から廃止の届出があったので、同法第１０４条の２の規定により

次のとおり告示する。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

介護老人保健施設 

介護保険事 

業者番号 

施設の 

名称 

施設の所在地 設置者の名称 廃止年月日 

４ ０ ５ ７ ７

８００８４ 

寿楽苑 北九州市小倉北区

日明三丁目９番６

号 

医療法人日明

会 

令 和 ５ 年 ４

月１日 
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北九州市告示第１４２号 

 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３

０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条

の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）第１１３条の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の指定の辞退があ

ったので、法第１１５条第２号の規定により次のように告示する。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

指定介護療養型医療施設 

事業所番

号 

事業所の名称 事業所の所在地 事業者の名称 指定辞退年 

月日 

４０１６

６１９９

２８ 

医療法人山本医

院 

北九州市八幡西

区香月西三丁目

３番７号 

医療法人山本 

医院 

令和６年３

月３１日 
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北九州市告示第１４３号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、令

和６年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項

の規定により告示する。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
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北九州市告示第１４４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第８項及び北九州

市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５２号）第３条第

６項の規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された北九州市収納代理金融機関の指定の告示

及び北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納取扱店の指定（令和５年北

九州市告示第１０６号）は、廃止する。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久  

１ 総括出納取扱店 

  株式会社みずほ銀行 北九州支店 

２ 出納取扱店 

区   別    出納取扱店となる事務取扱店舗 

門司区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

小倉北区 株式会社福岡銀行 北九州営業部 

小倉南区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

若松区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

八幡東区 株式会社みずほ銀行 北九州支店 

八幡西区 福岡ひびき信用金庫 黒崎支店 

戸畑区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

３ 指定金融機関及び指定代理金融機関の収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 国内で業務を営む全ての店舗（総括出納取

扱店及び出納取扱店を除く。） 

株式会社福岡銀行 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く。） 株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 

福岡ひびき信用金庫 

４ 収納代理金融機関及びその収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行 

株式会社広島銀行 
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株式会社伊予銀行  

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

朝銀西信用組合 市内で業務を営む全ての店舗 

九州労働金庫 国内で業務を営む全ての店舗 

北九州農業協同組合 

株式会社ゆうちょ銀行 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分

県、宮崎県及び鹿児島県に所在する支店

（出張所及び株式会社ゆうちょ銀行が銀行

代理店契約を締結した日本郵便株式会社の

営業所（日本郵便株式会社が業務を再委託

し た 者 の 施 設 を 含 む 。） を 含 む 。 以 下 同

じ。）の店舗及び福岡郵便貯金事務センタ

ー（株式会社ゆうちょ銀行の公金指定様式

振替払込書により収納する場合にあって

は、国内に所在する支店及び福岡郵便貯金

事務センター） 
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北九州市告示第１４５号 

 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成１６年法

律第３１号。以下「法」という。）第２９条第１項及び第３７条の規定により

、北九州市が管理する立入制限区域を設定したので告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 立入制限区域の名称 

 浅野フェリーターミナル浅野１号岸壁立入制限区域 

２ 立入制限区域の区域図 

別紙のとおり。ただし、立入制限区域のうち水域部分については、法第２

条第１項に規定する国際航海船舶が利用する時間帯以外はこの限りではない

。 

３ 立入制限区域の設定年月日 

  令和６年３月７日 
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北九州市告示第１４６号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く令和６年４月１日から同年４月

３０日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分まで、北九州市行政委員

会事務局監査第一課において閲覧に供する。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   
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北九州市告示第１４７号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条の１１

第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

いしみねほい

くえん 

一時預

かり事

業 

北九州市若松区

今光一丁目１９

番２５号 

社会福祉法人

いしみねほい

くえん 

令和６年３

月２６日 
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北九州市告示第１４９号 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和５年法律第１９号）附則第２条第３

項の規定により、北九州市営九州鉄道記念館西駐車場における使用料の徴収事

務を次のとおり委託した。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社内外美装 北九州市小倉北区青葉

二丁目１番１５号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１５０号 

 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則（昭和４５年北九州

市規則第３６号）第３条第２項の規定により、雑草等の除去委託料の単価を次

のように定める。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久  
 １回につき１平方メートル当たり１２０円（消費税の額に相当する額及び地

方消費税の額に相当する額を含む。）  
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北九州市告示第１５１号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第２号及び第３号、第１４条の１０第１項第２号及び第３号並びに第１４

条の１５第１項第２号及び第３号に規定する国民健康保険料の令和６年度にお

ける料率を決定したので、同条例第１４条第３項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割          ２３，１７０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      ２７，１４０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割      １３，５７０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割    ２０，３５０円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，７００円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      １１，３７０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割       ５，６８０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割     ８，５２０円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ９，６６０円 

 （２） 世帯別平等割            ８，４００円 
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北九州市告示第１５２号 

北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号。以下「条例

」という。）第２０条及び第２０条の３並びに北九州市国民健康保険条例施行

規則（昭和４３年北九州市規則第４１号。以下「規則」という。）第８条に規

定する国民健康保険料の令和６年度における減額する額は、次のとおりである

。 

  令和６年４月１日 

北九州市長 武 内 和 久 

１ 規則第８条第１項第１号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １６，２２０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ６，７９０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ６，７７０円 

２ 規則第８条第１項第１号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １９，０００円 

  イ 特定世帯               ９，５００円 

  ウ 特定継続世帯            １４，２５０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ７，９６０円 

  イ 特定世帯               ３，９８０円 

  ウ 特定継続世帯             ５，９７０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ５，８８０円 

３ 規則第８条第１項第２号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １１，５９０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ４，８５０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，８３０円 

４ 規則第８条第１項第２号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １３，５７０円 

  イ 特定世帯               ６，７９０円 

  ウ 特定継続世帯            １０，１８０円 
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 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，６９０円 

  イ 特定世帯               ２，８４０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，２６０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，２００円 

５ 規則第８条第２項第１号の当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分            ４，６４０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      １，９４０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，９４０円 

６ 規則第８条第２項第２号の当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，４３０円 

  イ 特定世帯               ２，７２０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，０７０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ２，２８０円 

  イ 特定世帯               １，１４０円 

  ウ 特定継続世帯             １，７１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，６８０円 

７ 条例第２０条の３の当該年度分の被保険者均等割の保険料額（条例第２０

条の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては

、その減額後の被保険者均等割額）に１０分の５を乗じて得た額 

（１） 未就学児の被保険者均等割額 

ア 基礎賦課額分            １１，５９０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ４，８５０円 

（２） 規則第８条第１項第１号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ３，４８０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       １，４６０円 

（３） 規則第８条第１項第２号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 
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ア 基礎賦課額分             ５，７９０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ２，４３０円 

（４） 規則第８条第２項第１号の規定により当該年度分の被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保険

者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ９，２７０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ３，８８０円 
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北九州市公告第２１４号 

 一般競争入札により、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例

を定める政令（平成７年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約を締

結するので、北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成７年北九州市規則第７８号）第５条第１項の規定により読み替える北九州市

契約規則（昭和３９年北九州市規則第２５号。以下「契約規則」という。）第

４条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 調達内容 

 （１） 特定役務の名称及び数量 

   北九州市国民健康保険標準準拠システムの構築 一式 

 （２） 履行の内容等 仕様書で定めるとおり 

 （３） 履行期間 契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 （４） 履行場所 本市の指定する場所 

 （５） 入札方法 条件付一般競争方式 

   なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額 

  の１００分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落

札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

  次の各号のいずれにも該当する者であること ｡  

 （１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規 

  定に該当しない者であること。 

 （２） 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関す 

  る規則（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿 

  （以下「有資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

 （３） 官公署（国、都道府県、政令指定都市、特別区又は中核市（外国の

官公署を含む。））において、過去５年間に運用実績のある国民健康保険

システム（これと同種・同規模以上のシステムを含む。）を構築した実績

があること。 

 （４） 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

３ 競争入札参加資格審査の申請 

44



 

  この公告に係る一般競争入札に参加を希望する者で有資格業者名簿に記載 
されていないものは、北九州市技術監理局契約部契約制度課（電話 ０９３ 
－５８２－２５４５）に本入札に参加を希望する旨を告げた上で、令和６年 
４月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）に競争入札参加資格審査申請 
を行わなければならない。 

４ 入札手続等 
 （１） 契約条項を示す場所及び日時 
  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
       北九州市保健福祉局長寿推進部保険年金課 
  イ 日時 この公告の日から令和６年４月２２日まで（日曜日及び土曜日

を除く。）の毎日午前９時から午前１１時３０分まで及び午後１時から

午後５時まで 
 （２） 入札関係資料の交付方法 前号アの場所において無償で交付する。 
 （３） 入札説明会の場所及び日時 
  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
       北九州市役所庁舎地下２階第５入札室 
  イ 日時 令和６年５月８日午後２時 
 （４） 競争参加の申出書の提出 この公告に係る一般競争入札に参加を希 
   望する者は、令和６年４月２２日午後５時までに競争参加の申出書を北 
   九州市に提出しなければならない。 
 （５） 郵送による場合の入札のための書類の提出期限 
   第１号アの場所に書留郵便により、令和６年５月１０日午後５時までに 
  必着のこと。 
 （６） 入札及び開札の場所及び日時 
  ア 場所 北九州市小倉北区城内１番１号 
       北九州市役所庁舎地下２階第５入札室 
  イ 日時 令和６年５月１３日午後２時 
５ その他 
 （１） 契約手続において使用する言語及び通貨 
  ア 言語 日本語 
  イ 通貨 日本国通貨 
 （２） 入札保証金及び契約保証金 
  ア 入札保証金 入札価格の１００分の５以上。ただし、契約規則第５条 
   第７項各号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
  イ 契約保証金 契約金額の１００分の５以上。ただし、契約規則第２５ 

45



 

   条第７項第１号又は第３号のいずれかに該当する場合は、免除する。 
 （３） 入札の無効 
   次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札 
  イ 申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 
  ウ 仕様書記載の入札者に要求される義務を履行しなかった者がした入札 
  エ 契約規則第１２条各号のいずれかに該当する入札 
 （４） 落札者の決定方法 
   契約規則第１３条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低の価格をもって入札を行ったものを落札者とする。 
 （５） 契約書作成の要否 要 
 （６） 契約書作成に要する費用は、全て落札者の負担とする。 
 （７） この公告に係る契約は、政府調達に関する協定の適用を受けるもの 
  である。 
 （８） この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在 
  地等 
   北九州市保健福祉局長寿推進部保険年金課 
   〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１番１号 
   電話 ０９３－５８２－２４１５ 
６ Summary  

 （１） Product and Quantity :  

   System Construction of the National Health Insurance for  

Kitakyushu City  

 （２） Deadline of Tender（in Person） 

    5:00 p.m., May 13, 2024  

 （３） Deadline of Tender（ by mail ） 

    5:00 p.m., May 10, 2024 

（ ４ ）  For inquiries, contact the secretariat at:  

 National Health Insurance and Pension Division,  

Public Health and Welfare Bureau,  

City of Kitakyushu 
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北九州市公告第２１５号 

 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年

北九州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に

行う受付を令和６年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                           北九州市長 武 内 和 久 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 

 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 
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  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 

（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 
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（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和６年１２月３０日から同年７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 

セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 
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タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

   ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

テ 労働保険料納入証明書 

ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和５年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和７年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年１２月に令

和７年度及び令和８年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    北九州市小倉北区城内１番１号(北九州市役所１５階) 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２１６号 

 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則」という。）

第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度において行うため、同条第

３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市

が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参

加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                        北九州市長 武 内 和 久 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 
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   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

52

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp


カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２１７号 

 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定め

る随時に行う受付を令和６年度において行うため、同条第３項（規則第９条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方

法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用
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人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）毎

日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市
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入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和 

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  区域区分 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

 区 区域 

小 倉 南 区 津田四丁目、津田五丁目、沼本町四丁目、舞ケ丘一丁目

及び湯川三丁目の各一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所

に到着するように提出すること。 
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北九州市公告第２２１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  用途地域 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

 区 区域 

小 倉 南 区 津田四丁目、津田五丁目、沼本町四丁目、舞ケ丘一丁目

及び湯川三丁目の各一部 

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所

に到着するように提出すること。 
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北九州市公告第２２２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第１９条第

１項の規定により北九州広域都市計画を決定するので、法第１７条第１項の規

定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都

市計画の案について、北九州市に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名称 区域 

沼本町四丁目地区地区計画 北九州市小倉南区沼本町四丁目地内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、意見をできる

だけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所に到

着するように提出すること。 

条 例  
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北九州市公告第２２３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第１９条第

１項の規定により北九州広域都市計画を決定するので、法第１７条第１項の規

定により次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都

市計画の案について、北九州市に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名称 区域 

舞ケ丘一丁目地区地区計画 北九州市小倉南区舞ケ丘一丁目地内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、意見をできる

だけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所に到

着するように提出すること。 

条 例  
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北九州市公告第２２４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  区域区分 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

 区 区域 

門 司 区 青葉台、奥田二丁目、奥田四丁目、奥田五丁目、大久保

三丁目、大字小森江、大字大里、大字田野浦、大字恒見

、大字門司、上本町、吉志四丁目、吉志七丁目、旧門司

一丁目、旧門司二丁目、清滝四丁目、清滝五丁目、清見

二丁目、清見三丁目、清見四丁目、庄司町、白野江三丁

目、白野江四丁目、寺内五丁目、新開、田野浦二丁目、

田野浦三丁目、大里戸ノ上四丁目、大里桃山町、恒見町

、鳴竹一丁目、鳴竹二丁目、長谷一丁目、長谷二丁目、

西新町二丁目、畑田町、羽山二丁目、光町一丁目、光町

二丁目、東門司二丁目、不老町二丁目、丸山一丁目及び

柳町四丁目の各一部  
小 倉 北 区 赤坂四丁目、泉台四丁目、大字足原、大字富野、霧ケ丘

二丁目、小文字一丁目、小文字二丁目、須賀町、高尾二

丁目、常盤町、富野台及び南丘三丁目の各一部  
小 倉 南 区 安部山、大字徳力、葛原高松二丁目、志井三丁目及び徳

力七丁目の各一部 

若 松 区 赤島町、大谷町、大池町、大字小石、大字修多羅、大字

畠田、大字藤木、小石本村町、小糸町、新大谷町、修多

羅三丁目、童子丸町、中畑町、畠田一丁目、畑谷町、古

前一丁目、古前二丁目、宮丸一丁目、山手町、山ノ堂町

及び用勺町の各一部  
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八 幡 東 区 大平町、大蔵三丁目、大谷二丁目、大字大蔵、大字尾倉

、大字小熊野、大字前田、勝山一丁目、勝山二丁目、神

山町、清田一丁目、清田四丁目、景勝町、山路一丁目、

山路二丁目、山路松尾町、末広町、槻田一丁目、中尾一

丁目、中尾二丁目、中尾三丁目、西台良町、西丸山町、

羽衣町、花尾町、東台良町、東丸山町、帆柱三丁目、帆

柱四丁目、帆柱五丁目、松尾町及び豊町の各一部  
八 幡 西 区 石坂一丁目、石坂二丁目、市瀬三丁目、大字小嶺、大字

藤田、上上津役六丁目、小嶺三丁目、小嶺台一丁目、三

丁目、鳴水町、町上津役東三丁目及び元城町の各一部  
戸 畑 区 牧山四丁目及び牧山五丁目の各一部  

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

 （２） 北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

門司区役所コミュニティ支援課 

 （３） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所コミュニティ支援課 

 （４） 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

 （５） 北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

若松区役所コミュニティ支援課 

 （６） 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 

八幡東区役所コミュニティ支援課 

 （７） 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

八幡西区役所コミュニティ支援課 

 （８） 北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 

戸畑区役所コミュニティ支援課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所

又は北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）別表第１
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に規定する市民センターに到着するように提出すること。 
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北九州市公告第２２５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  区域区分 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

 区 区域 

門 司 区 青葉台、奥田二丁目、奥田四丁目、奥田五丁目、大久保

三丁目、大字小森江、大字大里、大字田野浦、大字恒見

、大字門司、上本町、吉志四丁目、吉志七丁目、旧門司

一丁目、旧門司二丁目、清滝四丁目、清滝五丁目、清見

二丁目、清見三丁目、清見四丁目、庄司町、白野江三丁

目、白野江四丁目、寺内五丁目、新開、田野浦二丁目、

田野浦三丁目、大里戸ノ上四丁目、大里桃山町、恒見町

、鳴竹一丁目、鳴竹二丁目、長谷一丁目、長谷二丁目、

西新町二丁目、畑田町、羽山二丁目、光町一丁目、光町

二丁目、東門司二丁目、不老町二丁目、丸山一丁目及び

柳町四丁目の各一部  
小 倉 北 区 赤坂四丁目、泉台四丁目、大字足原、大字富野、霧ケ丘

二丁目、小文字一丁目、小文字二丁目、須賀町、高尾二

丁目、常盤町、富野台及び南丘三丁目の各一部  
小 倉 南 区 安部山、大字徳力、葛原高松二丁目、志井三丁目及び徳

力七丁目の各一部 

若 松 区 赤島町、大谷町、大池町、大字小石、大字修多羅、大字

畠田、大字藤木、小石本村町、小糸町、新大谷町、修多

羅三丁目、童子丸町、中畑町、畠田一丁目、畑谷町、古

前一丁目、古前二丁目、宮丸一丁目、山手町、山ノ堂町

及び用勺町の各一部  
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八 幡 東 区 大平町、大蔵三丁目、大谷二丁目、大字大蔵、大字尾倉

、大字小熊野、大字前田、勝山一丁目、勝山二丁目、神

山町、清田一丁目、清田四丁目、景勝町、山路一丁目、

山路二丁目、山路松尾町、末広町、槻田一丁目、中尾一

丁目、中尾二丁目、中尾三丁目、西台良町、西丸山町、

羽衣町、花尾町、東台良町、東丸山町、帆柱三丁目、帆

柱四丁目、帆柱五丁目、松尾町及び豊町の各一部  
八 幡 西 区 石坂一丁目、石坂二丁目、市瀬三丁目、大字小嶺、大字

藤田、上上津役六丁目、小嶺三丁目、小嶺台一丁目、三

丁目、鳴水町、町上津役東三丁目及び元城町の各一部  
戸 畑 区 牧山四丁目及び牧山五丁目の各一部  

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

 （２） 北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

門司区役所コミュニティ支援課 

 （３） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所コミュニティ支援課 

 （４） 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

 （５） 北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

若松区役所コミュニティ支援課 

 （６） 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 

八幡東区役所コミュニティ支援課 

 （７） 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

八幡西区役所コミュニティ支援課 

 （８） 北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 

戸畑区役所コミュニティ支援課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所

又は北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）別表第１
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に規定する市民センターに到着するように提出すること。 

 

67



北九州市公告第２２６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該都市計画の変更案について意見のある住民及び利害関係人は、縦

覧期間満了の日までに北九州市長に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  用途地域 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

 区 区域 

門 司 区 青葉台、奥田二丁目、奥田四丁目、奥田五丁目、大久保

三丁目、大字小森江、大字大里、大字田野浦、大字恒見

、大字門司、上本町、吉志四丁目、吉志七丁目、旧門司

一丁目、旧門司二丁目、清滝四丁目、清滝五丁目、清見

二丁目、清見三丁目、清見四丁目、庄司町、白野江三丁

目、白野江四丁目、寺内五丁目、新開、田野浦二丁目、

田野浦三丁目、大里戸ノ上四丁目、大里桃山町、恒見町

、鳴竹一丁目、鳴竹二丁目、長谷一丁目、長谷二丁目、

西新町二丁目、畑田町、羽山二丁目、光町一丁目、光町

二丁目、東門司二丁目、不老町二丁目、丸山一丁目及び

柳町四丁目の各一部  
小 倉 北 区 赤坂四丁目、泉台四丁目、大字足原、大字富野、霧ケ丘

二丁目、小文字一丁目、小文字二丁目、須賀町、高尾二

丁目、常盤町、富野台及び南丘三丁目の各一部  
小 倉 南 区 安部山、大字徳力、葛原高松二丁目、志井三丁目及び徳

力七丁目の各一部 

若 松 区 赤島町、大谷町、大池町、大字小石、大字修多羅、大字

畠田、大字藤木、小石本村町、小糸町、新大谷町、修多

羅三丁目、童子丸町、中畑町、畠田一丁目、畑谷町、古

前一丁目、古前二丁目、宮丸一丁目、山手町、山ノ堂町

及び用勺町の各一部  
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八 幡 東 区 大平町、大蔵三丁目、大谷二丁目、大字大蔵、大字尾倉

、大字小熊野、大字前田、勝山一丁目、勝山二丁目、神

山町、清田一丁目、清田四丁目、景勝町、山路一丁目、

山路二丁目、山路松尾町、末広町、槻田一丁目、中尾一

丁目、中尾二丁目、中尾三丁目、西台良町、西丸山町、

羽衣町、花尾町、東台良町、東丸山町、帆柱三丁目、帆

柱四丁目、帆柱五丁目、松尾町及び豊町の各一部  
八 幡 西 区 石坂一丁目、石坂二丁目、市瀬三丁目、大字小嶺、大字

藤田、上上津役六丁目、小嶺三丁目、小嶺台一丁目、三

丁目、鳴水町、町上津役東三丁目及び元城町の各一部  
戸 畑 区 牧山四丁目及び牧山五丁目の各一部  

３ 都市計画の変更案の縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

 （２） 北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

門司区役所コミュニティ支援課 

 （３） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所コミュニティ支援課 

 （４） 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

 （５） 北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

若松区役所コミュニティ支援課 

 （６） 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 

八幡東区役所コミュニティ支援課 

 （７） 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

八幡西区役所コミュニティ支援課 

 （８） 北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 

戸畑区役所コミュニティ支援課 

４ 縦覧期間 

 この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案について意見書を提出しようとする者は、意見をで

きるだけ具体的に記載した文書を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所

又は北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）別表第１
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に規定する市民センターに到着するように提出すること。 
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北九州市公告第２２７号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号。以下「法」という。）第２１条第

２項において準用する法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変

更するので、法第２１条第２項において準用する法第１７条第１項の規定によ

り次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 

 なお、住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都

市計画の変更案について、北九州市に意見書を提出することができる。 

  令和６年４月１日 

                    北九州市長 武 内 和 久 

１ 都市計画の種類 

  地区計画 

２ 都市計画の名称及び区域 

名 称 区 域 

山路松尾町地区地区計画 北九州市八幡東区山路松尾町及び松尾町地

内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

 （１） 北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市都市戦略局計画部都市計画課 

 （２） 北九州市門司区清滝一丁目１番１号 

門司区役所コミュニティ支援課 

 （３） 北九州市小倉北区大手町１番１号 

小倉北区役所コミュニティ支援課 

 （４） 北九州市小倉南区若園五丁目１番２号 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

 （５） 北九州市若松区浜町一丁目１番１号 

若松区役所コミュニティ支援課 

 （６） 北九州市八幡東区中央一丁目１番１号 

八幡東区役所コミュニティ支援課 

 （７） 北九州市八幡西区黒崎三丁目１５番３号 

八幡西区役所コミュニティ支援課 

 （８） 北九州市戸畑区千防一丁目１番１号 

戸畑区役所コミュニティ支援課 

４ 縦覧期間 

  この公告の日から令和６年４月１５日まで（日曜日及び土曜日を除く。）

の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

条 例  
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５ 意見書の提出要領 

  当該都市計画の変更案についての意見をできるだけ具体的に記載した文書

を、令和６年４月１５日までに上記縦覧場所又は北九州市市民センター条例

（平成６年北九州市条例第４９号）別表第１に規定する市民センターに到着

するように提出すること。 
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北九州市上下水道局管理規程第５号 
北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年４月１日 
               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

北九州市上下水道局会計規程の一部を改正する規程 
北九州市上下水道局会計規程（昭和３９年北九州市水道局管理規程第１２号

）の一部を次のように改正する。 
第４２条の２中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成２３年法

律第１０８号）第１５条の１２第２項に規定する解体等積立金については、

金銭企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関をしてその収納に

係る再生可能エネルギー電気の売買取引による収入金を繰り替えて使用させ

ることができる。 
 第１３６条の見出し中「及び」の次に「予備費の」を加え、同条中「の流用

及び」の次に「予備費の」を加える。 
付 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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北九州市上下水道局管理規程第６号 
北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める

。 
令和６年４月１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 
北九州市上下水道局事務専決規程の一部を改正する規程 

北九州市上下水道局事務専決規程（昭和４３年北九州市水道局管理規程第１

５号）の一部を次のように改正する。 
別表第２中 

  
（４５） 予算の

配当に関するこ

と。 

〔総務経営部長〕 
全額 

 配当の

変更に

ついて

は、全

額経営

企画課

長専決

事項と

する。 
（４６） 予算の 
 流用に関するこ

と。 

〔総務経営部長〕 
２，０００～ 

〔経営企画課長〕 
２００～ 

 

（４７） 科目更 
 正 

 〔経営企画課長〕 
全額 

 

（４８） 不動産

その他の処分 
５００～   

（４９） 不用品

の売却の決定及

び廃棄 

 全額  

 
  

（４５） 予備費

の使用に関する

こと。 

〔総務経営部長〕 
全額 

  

（４６） 予算の

配当に関するこ

と。 

〔総務経営部長〕 
全額 

 配当の

変更に

ついて

は、全 

「  

」  

「  

を  
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   額経営

企画課

長専決

事項と

する。 
（４７） 予算の

流用に関するこ

と。 

〔総務経営部長〕 
２，０００～ 

〔経営企画課長〕 
２００～ 

 

（４８） 科目更 
 正 

 〔経営企画課長〕 
全額 

 

（４９） 不動産

その他の処分 
５００～   

（５０） 不用品

の売却の決定及

び廃棄 

 全額  

 
改める。 
   付 則 
 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

」  

に  
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北九州市上下水道局告示第９号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和６年４月１日 

北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日 

Ｎ－１７７ 株式会社拓秀建

設 

里仲秀夫 北九州市八幡西

区皇后崎町１３

番２７－８１０

号 

令和６年４

月１日 
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北九州市上下水道局告示第１０号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ 

り、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収 

納及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関を、次のとおり 

指定した。 

  令和６年４月１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生   

出納取扱 

金融機関 

取扱店舗 

 

所在地 

 

指定期間 

 

株式会社

福岡銀行 

北九州営業部 

 

北九州市小倉北区堺町 

二丁目２番１８号 

令和６年４月１日か

ら同年９月３０日ま

で 
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北九州市上下水道局告示第１１号 

  昭和５０年北九州市水道局告示第５号、平成８年北九州市水道局告示第５号

、平成８年北九州市水道局告示第１５号、平成２４年北九州市上下水道局告示

第６号及び平成２７年北九州市上下水道局告示第１４号をもって告示した収納

取扱金融機関について、次のとおり廃止したので、地方公営企業法施行令（昭

和２７年政令第４０３号）第２２条の２第３項の規定により告示する。 

令和６年４月１日 

                         北九州市上下水道局長  持 山 泰 生 

 

 

 

 

 

 

 

 

収納取扱金融機関  廃止年月日 

株式会社三井住友銀行  令和５年３月３１日 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  令和５年７月６日 

みずほ信託銀行株式会社  令和６年３月３１日 
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北九州市上下水道局公告第５９号 

 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成６年北九州市水道局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市

建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規

則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を

令和６年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場

合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                      北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和６年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

   ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

テ 労働保険料納入証明書 

ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和５年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和７年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年１２月に令

和７年度及び令和８年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号(小倉北区役所西棟４階) 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第６０号 

 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２

条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参

加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「

規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度において

行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定

により、北九州市上下水道局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、

地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以

下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資

格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する

。 

  令和６年４月１日 

                   北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号(小倉北区役所西棟４階) 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第６１号 

 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する

北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める

随時に行う受付を令和６年度において行うため、同条第３項（規則第９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する物

品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一

般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必

要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査

の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

               北九州市上下水道局長 持 山 泰 生 

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）毎

日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和 

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 
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  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市交通局告示第１号 

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ

り、北九州市交通事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱

わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機

関を次のとおり指定した。 

 この告示の日の前までに告示された北九州市交通局の業務に係る公金の収納

及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関及び収納取扱金融

機関の指定（昭和４２年北九州市交通局告示第１号及び平成１４年北九州市交

通局告示第１号）は、廃止する。 

   令和６年４月１日 

北九州市交通局長 白 石 基   

出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関の別 金融機関名称 

出納取扱金融機関 株式会社福岡銀行 

収納取扱金融機関 株式会社みずほ銀行 
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北九州市交通局告示第２号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市交

通局会計規程（昭和４３年北九州市交通局管理規程第４号）第３８条第１項の

規定により、北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市

条例第４１号）第１条第１項第４号の特殊旅客運賃の収納事務を次のとおり委

託した。 

  令和６年４月１日 

                  北九州市交通局長 白 石  基 

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ジョルダン株式会社 東京都新宿区新宿二丁

目５番１０号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市交通局告示第３号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及び北九州市交

通局会計規程（昭和４３年北九州市交通局管理規程第４号）第３８条第１項の

規定により、北九州市自動車事業使用料及び手数料条例（昭和３９年北九州市

条例第４１号）第１条第１項第２号の定期旅客運賃の収納事務を次のとおり委

託した。 

  令和６年４月１日 

                  北九州市交通局長 白 石  基  

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社西鉄チケット

サービス 

福岡市中央区薬院三丁

目１６番２６号 

令和６年４月１日から

令和７年３月３１日ま

で 
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北九州市交通局公告第１１号 

 北九州市交通局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平

成６年北九州市交通局管理規程第３号）第２条において準用する北九州市建設

工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和

６年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を

含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する建設工事の請負契約の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申

請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                          北九州市交通局長 白 石 基 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和６年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 

96

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp


セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

テ 労働保険料納入証明書 

ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和５年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和７年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年１２月に令

和７年度及び令和８年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１２号 

 北九州市交通局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交通局管理規程第４号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則

」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度において行う

ため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、北九州市交通局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査

業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）及び競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

    エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 
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エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第１３号 

 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において準用する北九

州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項の定める随時

に行う受付を令和６年度において行うため、同条第３項（規則第９条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格の審査の申請方

法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                   北九州市交通局長 白 石 基   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から同年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

ケ 契約実績経歴書 

コ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和 

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市交通局総務経営課 
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北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市公営競技局公告第６号 

 北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第９号）第２条において準用する北

九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九

州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う

受付を令和６年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用

する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注する建設工事の

請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加

資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

                      北九州市公営競技局長 春 日 伸 一 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和６年１２月３０日から令和７年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類カ、キ、ケ、サ

からチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

   ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

テ 労働保険料納入証明書 

ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和５年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和７年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年１２月に令

和７年度及び令和８年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

    北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第７号 

 北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１０

号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競

争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号

。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和６年度

において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。

）の規定により、北九州市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタン

ト業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争

入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入

札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり

公告する。 

  令和６年４月１日 

                   北九州市公営競技局長 春 日 伸 一 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から令和６年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 
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  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第８号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）第２条において準

用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

則（平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に

定める随時に行う受付を令和６年度において行うため、同条第３項（規則第９

条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注

する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務

、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。

）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）及び競争入札参加資格

の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和６年４月１日 

               北九州市公営競技局長 春 日 伸 一   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後、別

に定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後、別に定める期間

を経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人そ

の他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和６年４月１日から令和６年７月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和６年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和６年６月に令和 

６年度及び令和７年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 
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  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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